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政策・総務・財政委員会資料 

令 和 ４ 年 ５ 月 3 1 日 

政 策 局 
        

公立大学法人横浜市立大学 第４期中期目標の策定について 
 
公立大学法人横浜市立大学における中期目標について、現行（第３期）の中期目標期間が４年度で終了するため、次期（第４期：５年度 

から 10年度まで）の中期目標策定に向け検討を開始します。 

 
１ 中期目標の位置づけ 

中期目標とは、公立大学法人横浜市立大学（以下、「市大」という）が達成すべき業務運営に関する６年間の目標であり、地方独立行政

法人法に基づき、設立団体の長である市長が、横浜市公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という）の意見を踏まえて、市会の 

議決をいただき、市大に対して指示するとともに公表するものです。 

市大は、市長が指示する「中期目標」に基づき、６年間の中期計画を策定します。市長は策定された中期計画について、評価委員会の 

意見を聴取した後、認可を行います。 

 

【参考】市会・市長・評価委員会・市大の関係（中期目標期間中） 
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２ 次期（第４期）中期目標期間 

５年度から 10年度まで（６年間） 

 

３ 策定スケジュール（予定） 

次期中期目標（案）については、令和４年第４回市会定例会で議案として提出させていただく予定です。 

 

令和４年  ５月 （今回） 市会常任委員会 中期目標策定の進め方と着眼点の報告 

     ９月 市会常任委員会 中期目標（素案）の報告 

９～10月       市民意見募集 

11月 評価委員会 中期目標（案）について法定意見聴取 

        12月  市会定例会 中期目標（案）を議案として提出 

令和５年 ２月 評価委員会 市大が策定する中期計画（案）について法定意見聴取 

  ３月 市会常任委員会 市大が策定する中期計画（案）の報告 

３月末まで  中期計画 市長認可 

 

４ 第４期中期目標策定に向けた検討状況 

第４期中期目標の策定にあたっては、コロナ禍に対応する課題を含め、社会・経済構造の変化（人口減少・超高齢社会の進行、ＳＤＧｓ

の推進、脱炭素社会の実現、ＤＸやオープンイノベーションの推進等）に伴う課題等を視野に入れた目標とします。 

また、現在策定を進めている市の財政ビジョンを踏まえ、法人としての経営改善、経営基盤の強化が図られるよう目標を設定します。 

さらに、第３期期間中の年度実績評価や、昨年度に実施した中期目標の期間終了時に見込まれる業務の実績評価（みなし評価）等を踏ま

えて検討します。 

今後、上記の課題やこれまでの成果等について、改めて市大と共有し、９月の中期目標素案の作成に向け、評価委員会のご意見を伺いな

がら検討を進めていきます。 
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目標策定に向けた基本的な考え方 

  今後の市大を取り巻く状況を踏まえ、市が有する大学としての意義を念頭におき、市大が自主的・自律的な運営を行い、市民に支えられ

た大学として横浜に貢献できる大学を目指し、目標を検討します。 

   

 想定される主な着眼点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究に関する内容 

〇外部資金の積極的な獲得による、大学の強みとなる戦略的な研究の推進 
〇オープンイノベーションの推進、基礎と臨床の橋渡し研究、領域横断的研究に

よる社会課題の解決や、先進的な医療の実現 
 

教育に関する内容 

〇国際都市横浜にふさわしいグローバルな視点を持ち、社会ニーズを的確にとら

え、課題解決に取り組むことができる将来の横浜を担う人材の育成 
〇コロナ禍で培ったオンラインと対面授業の有効活用など、教育・研究の質の 
向上に向けた取組の推進 

〇履修しやすい環境整備や、多様なカリキュラム等による社会人の学び直しの 
ニーズへの対応 

 

医療に関する内容 

〇横浜市にある公立大学附属病院として、質の高い医療人を育成・輩出すること

による地域医療への貢献 
〇横浜市の求める政策的医療・高度医療の提供、地域の医療機関との連携の推進 
 
 

地域貢献に関する内容 

〇市内企業等との連携によるイノベーションの創出や、研究成果の社会実装によ

る市民への還元 
〇人口減少・超高齢社会の進行、ＳＤＧｓの推進、脱炭素社会の実現、DXや 
オープンイノベーションの推進等、社会・経済構造の変化をとらえた政策提言 

 

国際化に関する内容 

〇オンラインの活用等による多様な国際交流の機会の拡大 
○就職促進プログラムの充実等、「留学生に選ばれる大学」に向けた取組の推進 

施設整備に関する内容 

〇医学部・附属２病院等の再整備に向けた検討の着実な推進 
〇将来を見据えた計画的な施設の修繕や、教育環境の機能向上 
 
 
法人経営に関する内容 

〇コンプライアンス体制の強化や継続的なリスクマネジメントの取組 
〇将来にわたる自律した財政運営に向けた経営改善の取組の継続と、強い経営体

質の構築 
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【参考：地方独立行政法人法（抜粋）】 

 

 

（中期目標） 

第二十五条 設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」 

という。）を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したとき 

も、同様とする。 

３ 設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決 

を経なければならない。 

（中期計画） 

第二十六条 地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中

期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。当該中期計画を変 

更しようとするときも、同様とする。 

（中期目標等の特例） 

第七十八条 公立大学法人に関する第二十五条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「三年以上五年以下の期間」とあ

るのは「六年間」と、同条第二項第一号中「前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは「前項の」とする。 

３ 設立団体の長は、公立大学法人に係る中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学法人の意見を 

聴き、当該意見に配慮しなければならない。 
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公立大学法人横浜市立大学における第３期中期目標期間（平成 29～令和４年度）の 

みなし評価結果の概要について 

 

地方独立行政法人法に基づき、評価委員会が、昨年度に実施した第３期の中期目標の終了時に

見込まれる業務の実績評価（みなし評価）において、目標達成に向けた進捗状況や解決すべき課

題への対応、さらには環境変化に伴う想定外の対応等について、客観的な立場で評価しました。 

  

項 目 内   容 

全体的な評価 

大学の教育研究等の質向上への取組、附属２病院に関する目標達成への取組、法人経

営に関する取組の各分野において着実な成果が見られた。環境の変化に伴う想定外の

状況に対する積極的な対応も評価する。 

 

教育面の 

評価 

【目標の達成に向けて順調に進んでいると認められる】 

・データサイエンス学部創設や国際総合科学部の再編等による教育研究体制の活性

化、領域横断型の教育研究の推進など、更なる発展の礎を築いている。 

・海外インターンシップについては、大学独自で開拓した受入先は 14か所に拡大さ

せており、学生のキャリア支援のための充実を図った。 

・授業や就職活動のオンライン導入への対応、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーシ

ョン）の推進など、今後とも多様化する社会ニーズを的確にとらえ、教育研究の質

の向上を目指して取り組むことを期待したい。 

研究面の 

評価 

【目標の達成に向けて順調に進んでいると認められる】 

・新型コロナウイルス感染症関連の研究については社会実装に至る成果を発表するな

ど社会的にインパクトを与えるほどの著しい成果があった。 

・国際学術論文数、科学研究費補助金採択件数、共同受託研究等においては数値目標

を上回るなど、研究推進における成果が表れている。 

地域貢献の

評価 

【目標の達成に向けて順調に進んでいると認められる】 

・地域に関する学修や「地域志向科目」を全学生の必修とするなど、地域課題や地域

のことを学び、解決できる人材育成の取組を進めた。 

・横浜市が推進する「イノベーション都市・横浜」の政策とも連携できるよう「産学

連携イノベーション拠点 NANA Lv.（ナナレベル）」内にみなとみらいサテライト

キャンパスを開設し、企業連携の足掛かりとなる拠点を構築した。今後より一層の

展開に期待したい。 

国際化の 

評価 

【目標の達成に向けて順調に進んでいると認められる】 

・留学生受け入れのための制度拡充や、留学生就職促進プログラムへの採択により支

援体制を整備した。 

・留学生の派遣、受入について、今後はオンラインの国際交流プログラムの推進など、

学生が多様な国際交流の機会をさらに得られるようにするなど、国際都市横浜に立

地する大学として更なる飛躍を期待したい。 

資料１ 
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附属２病院

の評価 

【目標の達成に向けて順調に進んでいると認められる】 

・附属病院では「がんゲノム医療連携病院」や「地域がん診療連携拠点病院（高度型）」

の指定を受け、センター病院では「横浜市乳がん連携病院」の 

指定を受けたほか、手術支援ロボット（ダ・ヴィンチ）の導入など、医療機能の充

実を図る取組が着実に進んでいる。 

・遠隔医療体制（Tele-ICU）や「NANA Lv.」への読影端末の設置など、新たな技術

を活用した医療提供体制の構築にも努めている。 

・災害時医療への対応、新型コロナウイルス感染症への対応等において、医療スタッ

フの高いモチベーションと使命感が十分に発揮されている。 

・医師、看護師、薬剤師等の医療職のみならず、事務職員などにも豊かなキャリアパ

スを描くことができるような人材育成の取組がなされている。 

 
法人経営の

評価 

【目標の達成に向けて順調に進んでいると認められる】 

・各セグメントで経営改善プロジェクトを実施し、研究費の増加や診療報酬の加算獲

得、寄付活動の強化といった取組を行い、収入の増加に努め、管理経費の削減を図

るなど、効率的な運営に努めており、黒字基調を実現している。 

・感染症や自然災害、事故などの危機管理対策や意識向上に努め、メール誤送信の事

案を踏まえた個人情報保護やコンプライアンス意識の徹底等、信頼向上につながる

不断の努力を期待する。 

  

   

 

＜参考＞横浜市公立大学法人評価委員会について 

 

（１）設置の目的 

法人の業務の実績に関する評価等を行うため、平成 16年 12月に評価委員会を設置 

 

（２）委員構成 

委員長 工藤 智規 公益財団法人スポーツ安全協会会長・元文部科学審議官 

委 員 

有賀  徹 独立行政法人 労働者健康安全機構 理事長 

今市 涼子 学校法人 日本女子大学 理事長 

大久保 千行 横浜商工会議所 副会頭 

河合 千尋 日本公認会計士協会神奈川県会 公認会計士 

                                                                 （委員は 50音順） 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

 

公立大学法人横浜市立大学 
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前文 

 

横浜は、開港以来、世界との窓口として、我が国の近代化をけん引し、今や日本最大の

人口を擁する政令指定都市に成長した。 

その過程では、関東大震災や戦争による被害、急速な都市化に伴う人口急増など、様々

な困難に直面する度、市民の力でこれを克服し、今日の横浜を築き上げてきた。 

横浜という都市とともに歩む横浜市立大学は、地域に根ざした大学として、時代を担う

人材の育成、多岐にわたる地域貢献、先進的な研究など、市民の期待に応える多くの成果

を挙げてきた。 

また、県内唯一の医学部を擁する公立大学として、市民の健康と命を支える「最後の砦」

として、医療の提供・医療人材の輩出を続けてきている。 

その教育・研究の土台には、横浜に育まれてきた豊かな「国際性」と、時代に先駆けて

チャレンジしていく「先取の精神」がある。平成 17年には、地方独立行政法人として新た

なスタートを切り、「発展する国際都市横浜とともに歩み、教育に重点を置き、幅広い教養

と高い専門的能力の育成を目指す実践的な国際教養大学」を目標とし、「教育重視・学生中

心・地域貢献」という大学の基本方針の基に、学部・大学院・カリキュラムの再編や英語

教育の充実、最先端の研究の推進、高度先進医療の提供によるプレゼンスの向上など、数

多くの成果を積み重ねてきた。 

一方で、少子高齢化の一層の進展による大学間競争の激化、社会の急速なグローバル化

の進展への対応など、横浜市立大学を取り巻く環境は、大きく変化し、大学の存在意義が

問われる環境が到来しつつある。 

横浜市立大学が、今後も国際都市横浜にふさわしい大学として時代の要請に応え、存在

意義を発揮し続けるため、グローバルな視野をもって活躍できる人材の育成、都市課題や

市民生活に密着した課題の解決に引き続き取り組むことに加え、自らの強みや特色を更に

伸ばし、厳しい社会情勢の中でも学生や研究者に選ばれ、市民からの一層の信頼を得る大

学を目指すよう第３期中期目標を定める。 
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第１ 中期目標の期間 

 平成 29年 4 月 1日から平成 35 年 3 月 31 日までとする。 
 

第２ 教育研究組織 

次のとおり大学の教育研究組織を置く。 

学 部 

国 際 教 養 学 部 

国 際 商 学 部 

理 学 部 

デ ー タ サ イ エ ン ス 学 部 

医 学 部 

研 究 科 

都 市 社 会 文 化 研 究 科 

国際マネジメント研究科 

生命ナノシステム科学研究科 

生 命 医 科 学 研 究 科 

データサイエンス研究科 

医 学 研 究 科 

学 術 院 

病 院 
附 属 病 院 

附属市民総合医療センター 

研 究 所 
木 原 生 物 学 研 究 所 

先端医科学研究センター 

学 術 情 報 セ ン タ ー 
 

第３ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

(1) 全学的な目標 

教育の質の保証・向上を目指すため、卒業時の明確な到達目標（ディプロマポリ

シー）、その目標達成のための教育課程の編成・実施の方針（カリキュラムポリシ

ー）及びそれらに基づく教育内容等を踏まえた入学者の受入方針（アドミッション

ポリシー）に基づいて教育を行う。 

教職員が一体となって教育を実施するため、教育組織の機能強化や領域横断的な

教育体制の確立等を通じ、教職員協働型の教育推進体制を整備する。 

また、横浜市立大学の持つ強みや特色を更に伸ばし、優秀な人材の確保とともに、

時代の要請に応える人材育成や国際的にも通用する教育水準を有する魅力ある大

学を目指し、教育環境の整備を更に推進する。 

 

(2) 学部教育に関する目標 

自ら課題を見つけ探究する姿勢と、様々な問題を解決する能力を備え、国際社会

で活躍できる基礎となる幅広い教養と豊かな人間性・倫理観を養うことを目指し、

共通教養教育を充実させる。学生が卒業後、自らの資質を向上させ、社会的・職業

的自立が図られるようキャリア教育の充実に取り組む。 

また、国際社会、超スマート社会で活躍するため、グローバルな視野を有し、幅
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広い教養と専門能力を兼ね備えた人材及び地域の課題解決に取り組むことのでき

る人材を育成するための教育を行うとともに、急速に進む時代の変化や学生の多様

なニーズに柔軟に対応するため、社会ニーズに応えることができる教育組織につい 

て検討を進める。 

特に、高度の専門的職業人養成である医学分野については、県内唯一の公立大学

医学部として、救急医療や医師不足診療科等の課題への対応や、市域・県域の医療

体制への貢献を目指した医学教育の実践及び体制の強化を行う。また、超高齢社会

の到来による新たな医療・福祉ニーズや医学教育の国際基準への対応についても充

実させる。 

 
(3) 大学院教育に関する目標 

引き続き、領域横断的な教育研究を推進するとともに、地域と社会のニーズに応

じた人材育成を行うため、柔軟な体制を構築する。 

そのうえで、他大学との差別化を図るための特徴的な教育体制を構築し、高度な

学術研究の成果を地域社会、更には世界へ発信できる人材を育成する。特に医学分

野においては、生命科学の基礎に立脚して先端的な医療を支える高度の専門的職業

人を育成する。また、高度の学術研究を行い、その成果を地域社会、更に世界に発

信できる人材を育成する。 

 
(4) 学生支援に関する目標 

学生の学修成果の最大化を図るため、学修環境の整備、キャリア開発支援、学生

の地域貢献活動の支援等を充実させる。 
また、横浜市立大学の存在価値を高める優秀な学生を確保するために経済的支援

の充実に努める。 
 

２ 研究の推進に関する目標 

(1) 研究の推進に関する目標 

（研究の推進） 

横浜市立大学の強みとなる研究分野を戦略的に推進し、世界レベルの拠点となる

よう取組を進める。 

また、研究支援体制の充実等を通じて、大学全体としての研究水準の底上げにも

努める。 

 

（橋渡し研究の推進） 

先端医科学研究センターを中心とした橋渡し研究（トランスレーショナルリサー

チ）体制の充実により、基礎医学で得られた優れた成果を臨床現場で実践できる医

療技術に橋渡ししていくための研究を更に推進し、外部研究費の獲得、産学連携の

推進等を通じ、高度かつ先進的な医療の提供に寄与する。 

 

（がん対策の推進） 

「横浜市がん撲滅対策推進条例」も踏まえたがん研究を推進し、先進的な治療法
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の早期実現に向けた取組を積極的に推進する。 

また、地域がん診療連携拠点病院にも指定されている附属２病院での豊富な症例

も活用し、がん研究を推進する。 

 
(2) 研究実施体制等の整備に関する目標 

臨床研究中核病院の早期承認を受けるための取組等を推進するため、臨床研究ネ

ットワークの効果的な活用や、研究支援体制の充実等に取り組む。 
 

第４ 地域貢献に関する目標 

市民に支えられた大学として、地域貢献を全教職員の責務とし、学部・大学院教育を

通じて国際都市横浜の次世代を担う人材を育成するとともに、診療、医療、人材の育成、

研究を通じた市民医療の向上により市民生活に貢献する。 

また、大学の知的資源を活用した生涯学習の機会の提供に加え、横浜市への政策提言

など、市内企業との共同・受託研究等の産学連携の推進、多文化共生・地域経済の活性

化等の都市及び身近な地域の課題の解決に資する取組の実施など、大学の研究成果を地

域に還元する取組を推進する。 

更に、横浜市が有する大学として市施策推進への貢献や市内他大学との連携を通じて、

地域への貢献をより一層推進する。 
 

第５ 国際化に関する目標 

国際社会に開かれた大学として、国際競争力を有し、多くの留学生にも選ばれる教育

水準や教育研究環境を有した大学づくりを推進する。 

また、海外の大学との相互交流等を通じ、学生が国際的感覚を養い、幅広い視野を持

ったグローバル人材の育成を推進する。 

更に、アカデミックコンソーシアムによるネットワークの活用や横浜市の国際施策と

の連携による国際交流・国際貢献を推進する。 

 

第６ 附属２病院（附属病院及び附属市民総合医療センター）に関する目標 

１ 医療分野・医療提供等に関する目標 

（政策的医療の推進） 

産科・小児医療、精神医療、救急医療体制の充実、地域の医療機関との連携強化、

専門性の高い医療の提供等、横浜市が行う政策的医療に積極的に取り組む。 

また、超高齢社会における医療ニーズの変化、がん医療、災害医療への対応など、

社会の要請にも応える医療の提供に努める。 

 

（大学病院としての高度な医療の提供） 

県内唯一の公立大学附属病院として、高度な治療を必要とする患者に対し、適切

な医療を提供できるよう、地域の医療機関との連携や機能分担を推進するとともに、

更なる医療機能の向上を図る。 

 

（附属２病院の役割分担・連携強化） 

救命救急、がん医療、周産期医療など附属２病院の強みや特色を活かした役割分
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担の明確化を進めるとともに、連携を強化することで、質の高い医療の提供を行う。 

 
 
 

２ 医療人材の育成等に関する目標  

「新たな専門医制度」にも適切に対応するなど、引き続き、地域医療に貢献する医

療人材の確保・育成に取り組む。 

また、良質なチーム医療の推進に向け、様々な職種において優秀な人材を確保・育

成するとともに、女性スタッフの復職支援等、働く環境の整備を推進する。 

 

３ 地域医療に関する目標 

（地域医療への貢献） 

  横浜市が構築する「地域包括ケアシステム」を基本とし、地域の医療機関との連

携や機能分担を推進する。 

 

（医療情報の提供及び発信） 

  社会への説明責任を果たすため、病院に対する評価結果等の情報提供を引き続き

推進する。また、地域の医療機関等へ向けた医療講座の充実や、広報の強化など、

医療に関する情報発信を積極的に行い、大学のプレゼンス向上に貢献する。 

 

 ４ 先進的医療・研究に関する目標 

医学部・医学研究科や先端医科学研究センターと連携し、先進的な医療を行うため

の研究及び技術開発を積極的に行い、大学病院としての特性を発揮する。 

また、臨床研究ネットワークや国家戦略特区の効果的な活用などにより、臨床研究

中核病院の早期承認を受けるための取組を推進する。 

 

 ５ 医療安全・病院運営に関する目標 

（患者本位の医療提供） 

患者が満足度の高い医療を受けられるよう、患者目線に立った医療環境の整備を

推進する。 

 

（安定した経営基盤の確立） 

客観的な指標を用いるなどして医療の質の向上を図るとともに、経営の効率化に

取り組み、安定した経営基盤を確立する。 

 

（医療安全管理体制） 

市民からの信頼をより一層向上させるため、病院長のガバナンスを強化するなど、

病院の運営体制を強化するとともに、医療安全管理体制の充実を図る。 

 

第７ 法人の経営に関する目標  

１ 業務運営の改善に関する目標 

（１）コンプライアンス推進及びガバナンス機能強化等運営の改善に関する目標 
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（コンプライアンス及びガバナンスの強化） 

   法人全体のコンプライアンス意識を更に徹底するとともに、組織体制の見直し

も含め、理事長・学長を中心としたガバナンスを更に強化することで、市民の信

頼を一層向上させる取組を強力に推進する。 

 

（情報の管理） 

教育研究活動や経営管理の透明性を確保し、社会への説明責任を果たすための積

極的な情報公開を推進するとともに、個人情報及び法人情報の管理体制を更に充

実させるための具体的なしくみづくりを進める。 

また、経営判断に必要なデータを適切に収集・蓄積する。 

 

（危機管理体制の構築） 

    学生のみならず教職員も含めた法人全体としての危機管理体制について検証を

行い、社会情勢の変化に対応した体制やしくみ等を構築する。 

 

(2) 人材育成・人事制度に関する目標 

時代の変化に対応した組織体制や優秀な教職員を育成・確保するための制度等

を引き続き検討するとともに、女性活躍の視点をはじめ、全ての教職員活躍のた

めの制度等も併せて検討する。 
 

(3)  大学の発展に向けた基盤整備に関する目標 

（施設の管理及び整備） 

大学としての教育研究環境及び大学病院としての高度で先進的な医療を提供し

続けるための機能を維持するために中長期的な視点をもって、施設や機器整備等の

環境整備に努める。 
 

（大学の発展に向けた取組の推進） 

今後の社会情勢や横浜市政の状況を見据えた長期的視点を持ったうえで、市政へ 
の貢献や大学の更なる発展に向けた具体的な達成指標を設けた取組を推進する。 

 
(4) 情報の発信に関する目標 

横浜市立大学の強みや特色が広く社会に認知され、市民からの信頼や大学の魅力

向上につながる効果的な情報発信を行う体制、手法を構築する。 
 

２ 財務内容の改善に関する目標 

(1) 運営交付金・貸付金に関する目標 

中期目標を達成するため、算定の基準に基づき運営交付金の交付や貸付けを行

い、法人は、運営交付金の活用や効率的な執行等により収支バランスを確保し、中

期目標を達成する。 
 

（大学） 

大学の経費を「学費対象経費」と「学費対象外経費」に分け、 
ア 「学費対象経費」については、その財源として、 

(ア) 国の私立大学への補助金相当額 
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(イ) 私立大学との授業料格差相当分 
を基準として運営交付金を交付する。 
 

イ 「学費対象外経費」については、横浜市と法人とで、個々の事業ごとに考え方

を明確化し、運営交付金を交付する。 
 

（病院） 

病院の経費については、その財源として、 
ア 民間病院と同様の医療は、民間病院への補助等に準拠 
イ 市立病院等が果たすべき役割として実施しているものに係る経費 
ウ 公営企業の性格上、市立病院に一般会計から繰り入れられているものについて

は、同様に国の定める基準等に準拠 
エ 教育研究など大学病院の特性に係る経費 
を基準として運営交付金を交付する。 

 
（貸付金） 

  医学部を擁する県内唯一の公立大学であることに鑑み、高額な医療機器の整備に

ついては、予算の範囲内で整備費を貸し付ける。 

 

(2) 自己収入の拡充に関する目標 

自己収入の拡充に向け、国等の大型プロジェクト研究費や受託研究費及び民間機

関等との共同研究費の確保等、引き続き、外部資金の獲得に積極的に取り組み、多

様な収入の確保に努める。 

また、卒業生へのアプローチの改善等、寄附金の更なる拡充に向けて取組を推進

する。 
 

(3) 経営の効率化に関する目標 

理事長・学長がリーダーシップを発揮し、中長期的な視点を持って経営の効率化

を図り、健全かつ安定した大学運営に向けて経営基盤の強化に取り組む。 

 
第８ 自己点検及び評価に関する目標 

目標ごとに具体的な達成指標を設け、中期計画、年度計画等の進捗管理を行い、自己

点検及び自己評価を正確に行うとともに、横浜市公立大学法人評価委員会や認証評価機

関からの評価結果を公表し、適切に大学運営と教育研究活動の改善及び充実に取り組

む。 
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